
柴田町児童館条例及び柴田町放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。 

 

  令和４年１２月１４日 

 

                      柴田町長  滝  口   茂 

 

柴田町条例第２２号 

 

柴田町児童館条例及び柴田町放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例 

 

 （柴田町児童館条例の一部改正） 

第１条 柴田町児童館条例（昭和４１年柴田町条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

改  正  後 改  正  前 

 

（設置） 

第２条 （略） 

２ 児童館の名称及び位置は、次のとおりとす

る。 

名称 位置 

（略） （略） 

西住児童館 柴田町大字船岡字大住町

１３番地１ 

 （略）  （略） 
 

 

（設置） 

第２条 （略） 

２ 児童館の名称及び位置は、次のとおりとす

る。 

名称 位置 

（略） （略） 

西住児童館 柴田町大字船岡字清住町

１０番地２ 

 （略）  （略） 
 

  

 

 （柴田町放課後児童クラブ条例の一部改正） 

第２条 柴田町放課後児童クラブ条例（平成１８年柴田町条例第４２号）の一部を次のよう

に改正する。 

改  正  後 改  正  前 

 

（設置） 

第２条 （略） 

２ 児童クラブの名称及び位置は、次のとおり

とする。 

名称 位置 

 （略） （略） 

西住放課後児

童クラブ 

柴田町大字船岡字大住町

１３番地１ 

 

（設置） 

第２条 （略） 

２ 児童クラブの名称及び位置は、次のとおり

とする。 

名称 位置 

 （略） （略） 

西住放課後児

童クラブ 

柴田町大字船岡字清住町

１０番地２ 

 



 （略）  （略） 
 

 （略）  （略） 
 

  

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 


